
 

特定地域づくり事業推進交付金実施要領 
 
令和２年３月３１日 総行地第５５号制定 
令和２年６月４日 総行地第８３号一部改正 

 
 特定地域づくり事業推進交付金（以下「交付金」という。）による事業の実施の取扱いに

ついては、特定地域づくり事業推進交付金交付要綱（令和２年３月３１日付総行地第５５号。

以下「交付要綱」という。）によるほか、この実施要領に定めるところによるものとする。 
 
１．事業の趣旨 

この交付金は、地域人口の急減に直面している地域において就労その他の社会的活動

を通じて地域社会の維持及び地域経済の活性化に寄与する人材の確保及びその活躍の推

進を図り、もって地域社会の維持及び地域経済の活性化に資することを目的とするもの

である。 
 
２，基本的事項 
（１）特定地域づくり事業協同組合の会計処理 
 特定地域づくり事業推進交付金の事業実施者である特定地域づくり事業協同組合は、

中小企業等協同組合会計基準に従い、適切な会計処理を行うこととする。 
（２）特定地域づくり事業協同組合の運営 
 特定地域づくり事業推進交付金の事業実施者である特定地域づくり事業協同組合は、

運営の効率化、運営基盤の強化に努めることとする。 
 
３．事業実施者の選定 
（１）選定方法 
  事業実施主体は、特定地域づくり事業協同組合から事業計画を提出させ、提出された事

業計画に基づき事業実施者の選定を行うものとし、選定に当たっては、当該事業協同組合

の面接、事務所の現地視察等を通じて、その経営の現状、ビジョン等を直接確認するもの

とする。 
  また、選定に当たっては、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進

に関する法律（令和元年法律第６４号。以下「法」という。）第３条第３項に掲げる基準

を踏まえ、以下の項目について適切に行うものとする。 
 ・当該特定地域づくり事業協同組合の地区の経済的社会的状況に照らし、地域づくり人材

の確保について特に支援を行うことが必要であること 
 ・事業計画、収支予算が適正であり、かつ、一定の給与水準が確保されている等職員の就

業条件に十分配慮されていること 



 

 ・当該特定地域づくり事業協同組合の地区における地域社会の維持及び地域経済の活性

化に特に資するものであること 
 ・関係事業者団体及び市町村との十分な連携協力体制が確保されていること 

 なお、事業実施主体は、上記に定める基準に加え、事業の趣旨に合致しない以下のよ

うな事業を選定しないよう、適切に選定するものとする。 
・これまでの事業で支出していた経費の肩代わりなど地域社会の維持及び地域経済の活

性化との関係が明確に説明できない経費が計上されている事業 
・地区内に別に労働者派遣事業を行う事業者があり、当該事業者との競争関係をゆがめ

かねないもの 
（２）採択について 
  総務大臣は、交付決定を行うに当たり、事業実施主体が特定地域づくり事業協同組合か

ら提出させた事業計画その他の資料をもとに、予算額、これまでの特定地域づくり事業推

進交付金の採択状況、（１）に掲げる基準等を踏まえて、必要に応じて意見を述べるもの

とする。事業実施主体は、当該意見を踏まえた上で、事業実施者を採択するものとする。 
 
４．交付対象経費の算定 
（１）対象経費 

① 派遣職員人件費 
   イ 不適正な運用の場合の取扱い 
     法の趣旨に照らして不適正と認められる運用をした場合、当該派遣職員に係る

派遣職員人件費は対象経費から除外する。次に掲げる事例については不適正と認

められる運用に該当するおそれがある。 
・特定地域づくり事業協同組合の職員 B を専ら A 社のみに派遣するもの 
・A 社の常勤職員 B を離職させ、特定地域づくり事業協同組合が職員 B を新たに

採用した上で専ら A 社のみに派遣するもの 
・A 社の常勤職員 C、B 社の常勤職員 D を離職させ、特定地域づくり事業協同組

合が職員 C を新たに採用した上で専ら B 社に、職員 D を新たに採用した上で専

ら A 社に派遣するもの 
・特定地域づくり事業協同組合の職員 A について、派遣職員としての派遣期間が

一定の限られた期間しかないにもかかわらず無期雇用とすること 
・特定地域づくり事業協同組合の職員 A について、他の事業者に主として従事し

ているにもかかわらず特定地域づくり事業協同組合の無期雇用の派遣職員とし

て雇用すること 
   ロ 出産休暇、育児休暇、傷病休暇、介護休暇の取扱い 

当該派遣職員が出産休暇、育児休暇、傷病休暇、介護休暇を取得した場合、健康

保険に基づく出産手当金・傷病手当金、雇用保険に基づく育児休業給付金・介護休



 

業給付金の額を超えて手当等を支払うときの超過経費については対象経費から除

外する。また、当該派遣職員が出産休暇、育児休暇を取得した場合、社会保険料の

免除の手続きを行うことができることから、当該派遣職員に係る社会保険料は対

象経費から除外する。 
 

② 事務局運営費 
 イ 地方公共団体職員の事務局職員の兼務 
   地方公共団体職員が事務局職員を兼務する場合であって、特定地域づくり事業

に係る職員人件費を特定地域づくり事業協同組合が支払う場合は、当該職員人件

費は対象経費に含まれる。 
 ロ 出産休暇、育児休暇、傷病休暇、介護休暇の取扱い 

当該事務局職員が出産休暇、育児休暇、傷病休暇、介護休暇を取得した場合、健

康保険に基づく出産手当金・傷病手当金、雇用保険に基づく育児休業給付金・介護

休業給付金の額を超えて手当等を支払うときの超過経費については対象経費から

除外する。また、当該事務局職員が出産休暇、育児休暇を取得した場合、社会保険

料の免除の手続きを行うことができることから、当該事務局職員に係る社会保険

料は対象経費から除外する。 
 

（２）労働時間の把握・算出方法 
職員の労働時間を把握するため、派遣先と協力しながら「業務報告書」を作成し、当該

年度の交付金事業完了時に、交付要綱に定める「交付金事業実績報告書（様式第５号）」

と併せて提出すること。 
 
① 派遣職員の場合の「業務報告書」の作成例 

 

 

職員氏名　○○　○○ 管理者氏名　△△　△△
○派遣先事業者名：■■■■（△月△日～×月×日）、××××（○月○日～▲月▲日）

開始時刻 終了時刻 開始時刻 終了時刻

1 水 9:00 12:00 13:00 20:00 1:00 9:00 1:15 0:00

2 木 9:00 12:00 13:00 17:45 0:00 7:45 0:00 0:00

3 金 9:00 12:00 13:00 21:00 0:30 10:30 2:45 0:00

29 水 7:45

30 木 9:00 12:00 13:00 17:45 0:00 7:45 0:00

164:30 10:30 8:45

水産物の加工

合計

令和　年４月分　業務報告書

水産物の加工

水産物の加工

水産物の出荷、加工

…

休業

日 曜日
除外する
時間数

従事した
時間数

従事時間帯（24時間制で時刻入力）
具体的な従事内容

従事した時
間数のうち
残業時間数

休業時間数



 

② 事務局職員の場合の「業務報告書」の作成例 ※他の団体と兼務している場合 

 
 
業務報告書の作成にあたっては、以下の事項に留意すること。 

   ・「業務報告書」には当該派遣事業又は事務局運営に従事した時間がわかるように記

載すること。 
・労働時間数に昼休みや休憩時間は労働時間に含まないこととし、休憩時間について

は「除外する時間数」に記載すること。 
・他の補助事業等の従事時間・内容を当該交付金事業と重複して記載しないこと。 
・「業務報告書」は当該派遣事業又は事務局運営における具体的な従事内容が分かる

ように記載すること。 
・事務局職員が当該事務局以外の業務を兼務している場合には、他の事業と事務局運

営への従事状況を確認できるようにすること。 
・「業務報告書」を提出する際には、タイムカード（タイムカードがない場合は出勤

簿）等帳票類と矛盾がないか、他の事業と重複して労働時間を記載していないか確

認すること。 
 

③ 職員の給与額等の証明 
事業実施主体は交付金の交付を受けるためには、事業実施者に対して給与等証明

書（様式１）により、その実績を証明させなければならない。ただし、給与明細、雇

用契約書等により給与額が確認できる場合、当該証明書の提出は不要とする。 
 

・職員氏名　○○　○○
・事業者名　A：■■■■〈特定地域づくり事業協同組合〉

       B：××××

0時 … 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ～

1日

2日

3日

…

30日

労働時間数計：158時間45分（A：80時間、B：78時間45分）

令和　年４月分　業務報告書

9:00～12:00
事務局運営業務（A）

9:00～17:45
移住相談会（A）

10:00～19:00
（B）

10:00～12:00
（B）

13:00～19:00
（B）

13:00～17:45事務局運営
業務、派遣先打合せ（A）



 

５．交付金の交付の方法 
（１）直接交付と間接交付 

総務大臣は、交付金事業の事業実施主体となる都道府県又は市町村に対し、次のいずれ

かの方法により、当該事業実施主体の事業に要する経費の一部を交付する。 
① 市町村への直接交付 

市町村が事業実施主体となって実施する交付対象事業に対して、総務大臣が当該

市町村に対して交付金を直接交付する。都道府県等が当該事業の実施に要する経費

の一部を負担する場合には、事業実施者に対する負担金等として支出することにな

る。 
② 都道府県を通じた間接交付による事業実施 

   市町村が事業実施主体となって実施する交付対象事業に対して都道府県が当該市

町村に対して補助金等を交付する場合において、総務大臣が当該都道府県に対して

当該補助金等交付額の一部について交付金を間接交付する。 
③ 都道府県への直接交付 

 都道府県が事業実施主体となって実施する交付対象事業に対して、総務大臣が当

該都道府県に対して交付金を直接交付する。市町村が当該事業の実施に要する経費

の一部を負担する場合には、事業実施者に対する負担金等として支出することにな

る。 
（２）市町村に対する交付金の交付手続 
  市町村が国からの直接交付を受け事業実施主体となる場合における当該市町村に対す

る交付金の交付のために必要な交付申請・決定等に関する事務については、都道府県を経

由して行うものとする。 
（３）執行率等に応じた交付金の交付 

総務大臣は、交付金の交付決定は、前年度及び当該年度にける事業実施者における交付

金の執行率や収支の状況、資産の状況を勘案して行うものとする。 
 
６．その他 

この要領に定めるもののほか、交付金の取扱いに関し必要な事項は、その都度別に定める

ものとする。 
 

附 則 
この要領は公布の日から施行し、公布の日以降に交付決定を行う令和２年度分の交付金

から適用する。 
 
 
 



 

附 則 
この要領による改正後の特定地域づくり事業推進交付金実施要領の規定は、公布の日か

ら施行し、令和２年度分の交付金から適用する。  



 

様式１ 
 

給与等証明書 
 
補助期間：令和 年 月 日～令和 年 月 日 

令和 年度 月額給与等 

 ４月 月 月 備考 

職員氏名： 
○○ ○○ 

職員基本給     

職員特別給与     

職員諸手当     

社会保険料     

法定福利費     

福利厚生費     
職員退職給与引当金     

退職金引当金     

職員氏名： 
○○ ○○ 

職員基本給     

職員特別給与     

職員諸手当     

社会保険料     

法定福利費     

福利厚生費     
職員退職給与引当金     

退職金引当金     

 
令和 年 月 日 
 
令和 年度の職員に係る給与支給額について、上記のとおり証明します。 
 
組合名： 
証明者氏名（自署）： 
 
※ 事業の開始月、新規採用職員の従事開始月、給与に変更がある月については必ず記載す

ること。 


